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はじめに

本マニュアルでは、『Cells給与』と『台帳』を連動設定している事

業所について、『台帳』から扶養親族情報を取り込む手順、および

Cellsドライブに登録しているマイナンバーを利用して源泉徴収票を

作成する手順についてご案内します。

『Cells給与』で年末調整をおこなわない、または『台帳』からCells

ドライブに登録したマイナンバーを利用した源泉徴収票が必要ない場

合は本マニュアルの操作は不要です。

『台帳』を利用せず、『Cells給与』に扶養親族情報やマイナンバー

を登録する場合は「マイナンバー取り扱いマニュアルCells給与単独

利用版」をご参照ください。

https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/myno-tantai.pdf
https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/myno-tantai.pdf


1.　マイナンバーの回収スケジュール　
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➢ 『Cells給与』にて令和6年版扶養控除申告書様式配信予定
➢ マイナンバーの回収方法/保管/従業員への周知方法について顧問先

と事前打合せ

💡　退職者のマイナンバー回収について

源泉徴収票の「本人交付分」はマイナンバーの記載は不要ですが、「税務署提出

分」と「市区町村提出用」は記載が必要です。退職時までにマイナンバーが未回

収であれば、退職者に連絡し年末までに回収しておく必要があります。

なお、『Cells給与』ではマイナンバーを登録せず、空欄のまま源泉徴収票を作成

し、必要に応じて手書きで対応することもできます。マイナンバーを空欄で源泉

徴収票を作成する手順については23ページのポイント欄をご参照ください。

目次へ戻る↑

10月

11月

12月

1月

➢ 扶養控除申告書の印刷と回収
(扶養親族情報およびマイナンバーの回収)

➢ 『Cells給与』または『台帳』に扶養親族情報およびマイナンバーを
登録

➢ 年末調整計算後、源泉徴収票を作成

➢ 年次更新
➢ マイナンバーは保管期間(7年)経過後削除

#
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💡　ポイント

『Cells給与』の社員Noに合わせて『台帳』の社員Noを変更する手順については

こちらをご参照ください。

目次へ戻る↑

2.1．個人情報の整理

年調データの入力や、扶養控除申告書を印刷する前に、『台帳』の扶養親族情報の取
り込み/同期をおこなうことをお勧めします。

『台帳』から扶養親族情報の取り込みをおこなうにあたり、『台帳』と『Cells給与』
の社員Noが一致している必要があります。『台帳』と『Cells給与』に登録された社員
Noが一致していない場合は、正しい社員Noを確認して個人情報を変更します。社員No
が正しく設定されていないと扶養親族情報やマイナンバーが正しく反映されない原因
となりますのでご注意ください。

Cells給与の個人情報

台帳の個人情報

1.　『台帳』から扶養親族情報を取り込みたい顧問先の事業所ファイルを「読込」し
ます。

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151160729
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💡　ポイント

「この事業所の台帳の登録がありません」というメッセージが表示された場合

は、『台帳』との連動設定が正しくおこなわれていない可能性があります。

「台帳パス」および「事業所台帳ファイル名」が正しく設定/選択されているか確

認してください。詳細はこちらの手順1.2をご参照ください。

目次へ戻る↑

2.　「年末処理」を選択し、「年調データ入力」をクリックします。

3. マイナンバータブを開き、『A:当社システム「台帳」との紐づけ』を選択して
「データの登録と取り込み」をクリックします。

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　

https://kyuyo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406603241241
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4.　「①社員データ」をクリックします。

目次へ戻る↑

5. 『台帳』で社員Noが重複する個人情報がある場合は下記のようなフォームが表
示されます。正しい社員Noの社員を選択して「OK」をクリックしてください。
選択しなかった方の『台帳』の個人情報の社員Noはクリアされます(ただし、一
定の条件を満たしている場合は『Cells給与』に登録されている社員Noが附番さ
れます。詳細は下記のポイントをご確認ください)。必要に応じて『台帳』での
登録状況を確認し、正しい社員Noを登録しなおしてください。

社員Noの重複する個人情報がない場合は下記フォームは表示されません。次
ページに進んでください。

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　

💡　ポイント

上図のような設定だった場合、「社員No5」の正しい社員として三浦さんを選択す

ると、髙木さんの社員Noはクリアされます。ただし、次の条件に当てはまる場合

は『Cells給与』に登録されている社員Noが附番されます。

➢ 退職者ではない(『台帳』で退職日が登録されていない)

➢ 『Cells給与』に同姓同名の個人情報が登録されている

➢ 『Cells給与』で附番されている社員Noが、『台帳』で他の個人情報の社員No

として利用されていない

なお、社員Noが変更されるのは『台帳』の個人情報のみとなっております。社員

Noの重複があった場合は、必ず『台帳』の個人情報/給与データ/賃金ファイルを

確認して社員Noの確認/修正をお願いいたします。



9 目次へ戻る↑

6. 『台帳』と『Cells給与』に登録されている個人情報がそれぞれ社員No順(『台
帳』については在職社員のみ)で表示されます。氏名と社員Noが同一のデータに
ついてはチェック欄に〇がつきます。個人情報の登録状況を確認し、不一致の
データについては必要に応じて修正します。個人情報の登録状況に問題がない
場合は右上の「×」で閉じます。

💡　ポイント

「印刷」をクリックして印刷することができます。登録状況に不一致があった場

合、各ソフトの登録状況の確認にご利用ください。

Cells給与の個人情報台帳の個人情報

項番 チェック結果 説明

1

〇(氏名)として登
録

同じ社員No/台帳Noで登録されていますが、氏名が一致していません。正
しい氏名を確認し、誤ったデータを登録している方のソフトで個人情報
を修正してください。氏名が相違していても扶養親族情報の同期、取り
込みは可能です。

2

(氏名)として登録 社員Noは一致しているものの、
氏名および台帳Noが異なる個人
情報です。同一人物であれば
「不一致データの確認」をク
リックし、同一人物として登
録します。別人であればそれ
ぞれのソフトで正しい社員No
に変更します。

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　

1

2



10 目次へ戻る↑

項番 チェック結果 説明

3

台帳にのみ登録 『台帳』の個人情報には登録があるが、『Cells給与』の個人情報には登
録されていません。『Cells給与』で給与計算をしていない社員であれば
そのままで構いません。
『Cells給与』に登録したい場合は、右側枠内の「台帳リストデータを
Cells給与に登録」を選択し、給与区分/支払区分を確認したうえで「登
録」をクリックします。『Cells給与』の個人情報に追加されます。

4

社員No未登録 『台帳』にのみ登録されている個人情報で、かつ『台帳』の社員Noが空欄
となっています。『台帳』で社員Noを登録してください。
『台帳』で社員Noを登録後、再度上図の「登録状況と未登録データの登
録」フォームを開くとチェック結果が「台帳にのみ登録」となります。項
番3の説明のとおり必要に応じて対応してください。

Cells給与の個人情報台帳の個人情報

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　

3

4
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項番 チェック結果 説明

5

Cells給与にのみ
登録

『Cells給与』の個人情報には登録があるが、『台帳』の個人情報には登
録されていません。保険に未加入のアルバイト等で『台帳』では管理して
いない可能性があります。『台帳』での管理が不要な場合はそのままでも
構いません。
『台帳』に登録しない場合は、『Cells給与』にマイナンバーを登録する
必要があります。「マイナンバー取り扱いマニュアルCells給与単独利用
版」をご参照ください。
『台帳』でマイナンバーを登録/管理したい場合は『台帳』の個人情報に
も登録する必要があります。下記どちらかの手順で登録します。
【Cells給与から登録】
右側枠内の「Cells給与リストデータを台帳に登録」を選択し、「登録」
をクリックします。『台帳』の個人情報に追加されます。
【台帳から登録】
『台帳』の給与データには登録されていて、個人情報に登録されていない
場合は『台帳』の給与データの画面から登録します。給与データ画面で
「社員No」をダブルクリックして開いたフォームで「個人情報に表示され
ていないデータ」を選択
します。該当者を選択し、
「追加」をクリックしま
す。

Cells給与の個人情報台帳の個人情報

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　

5

https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/myno-tantai.pdf
https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/myno-tantai.pdf
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1. 6,7ページの手順を確認し、「データの登録と取り込み画面」を開きます。「②
扶養データ」をクリックします。

目次へ戻る↑

2.2．扶養親族情報の取り込み(連続登録)

6～11ページの作業で個人情報の整理が完了したら、『台帳』から『Cells給与』に扶
養親族情報の取り込みをおこないます。

「連続登録」では『台帳』に登録されている扶養親族情報のうち、『Cells給与』と同
期がとれていないデータについて連続で登録することができます。以下の操作は『台
帳』と『Cells給与』の個人情報の整理が完了していることが前提です。

2. 社員リストで先頭の社員を選択し、「連続登録」タブの「Cells給与に登録」を
クリックします。メッセージは「はい」で進めます。

💡　ポイント

社員リストの氏名右の数字は実扶養家族数ではありません。

未登録等の不一致データ数を表示しています。

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　
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3. 『台帳』に登録があり、『Cells給与』に登録がない扶養親族情報について1人
ずつフォームが開き、登録する/登録しないを選択できます。「登録する」をク
リックして『台帳』の扶養親族情報を取り込みます。

💡　ポイント

『台帳』に生年月日の登録がない場合や、双子の場合は「連続登録」はおこなう

ことができません。「連続登録」ができない場合や扶養家族1人ずつを選択/確認

して登録したい場合は次ページの「個別登録」をご利用ください。

目次へ戻る↑

💡　ポイント

『Cells給与』に登録されている扶養親族情報のうち、『台帳』に登録されていな

いデータについても連続で『台帳』に登録することができます。

前ページ手順2の画面で社員リストから先頭の社員を選択し、「連続登録」タブの

「台帳に登録」をクリックしてください。

1人ずつフォームが開き、登録する/登録しないを選択できます。「登録する」を

クリックすると『台帳』の扶養親族情報に登録されます。税のみ扶養対象の場合

はチェックをいれて登録します。ただし、『台帳』でマイナンバーを管理しない

場合は、税のみ扶養対象者を『台帳』に登録する必要はありません。

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　



14 目次へ戻る↑

2.3．扶養親族情報の取り込み(個別登録)

「連続登録」ができなかった場合や、1人ずつデータを確認しながら登録したい場合は
「個別登録」をおこないます。氏名の登録が『台帳』と『Cells給与』で異なっている
場合でも、同一人物であれば氏名はそのまま、マイナンバーのみ紐づけることも可能
です。

以下の操作は『台帳』と『Cells給与』の個人情報の整理が完了していることが前提で
す。

1. 6,7ページの手順を確認し、「データの登録と取り込み画面」を開きます。「②
扶養データ」をクリックします。

2. 社員リストから扶養親族情報を登録したい社員を選択します。台帳リストから
登録したい扶養データを選択し、Cells給与リストの登録したい位置をクリック
して青く反転させます。

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　
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3. 「個別登録」タブの「Cells給与に登録」をクリックします。確認画面が開くの
で、「登録する」をクリックします。
手順1～3を繰り返して扶養親族情報を1人ずつ登録します。

💡　ポイント

氏名の登録が異なっていても同一人物で間違いない場合は「マイナンバーキーの

み登録」にチェックをいれて「登録する」をクリックしてください。『Cells給

与』に登録している氏名はそのまま、Cellsドライブに登録しているマイナンバー

を利用できます。

目次へ戻る↑

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　



16

💡　ポイント

『Cells給与』に登録されている扶養親族情報のうち、『台帳』に登録されていな

いデータについても個別で『台帳』に登録することができます。

14ページ手順2の画面で扶養親族情報を登録したい社員を選択します。Cells給与

リストから登録したい扶養データを選択し、台帳リストの登録したい位置をク

リックして青く反転させます。

「個別登録」タブの「台帳に登録」をクリックすると『台帳』の扶養親族情報に

登録されます。税のみ扶養対象の場合はチェックをいれて登録します。ただし、

『台帳』でマイナンバーを管理しない場合は、税のみ扶養対象者を『台帳』に登

録する必要はありません。

目次へ戻る↑

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　
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1. 扶養親族情報の取り込み/同期が完了したら「扶養データの取込とマイナンバー
キーの設定」フォームは右上の「×」で閉じます。

2. 「終了」をクリックし、「保存して終了」を選択して終了します。取り込んだ
扶養親族情報や編集内容が保存されます。

💡　ポイント

『Cells給与』の扶養親族情報を『台帳』に追加した場合も、「保存して終了」す

ることで『台帳』に保存されます。

ただし、該当の事業所台帳を開いていた場合は、事業所台帳を終了する際に「保

存して終了」をおこなう必要があります。

目次へ戻る↑

2.4．編集内容の保存

扶養親族情報の取り込み/同期が完了したら「保存して終了」をおこない、登録データ
を確定します。

2.　『台帳』との連動設定と扶養親族情報の取り込み　



3.　扶養親族情報の登録と自動集計

18 目次へ戻る↑

『台帳』からの扶養親族情報の取り込み/同期が完了すると氏名、氏名カナ、続柄、生
年月日データが整います。扶養親族で障害者や非居住者、老人区分に該当する場合
は、「年調データ入力」フォームの「扶養親族情報」タブで区分の登録が必要です。

1. 「年末処理」を選択し、「年調データ入力」をクリックします。

配偶者の場合

配偶者以外の場合

💡　ポイント

配偶者や扶養親族の登録方法は、

　「2024年版 年末調整操作マニュアル 年調データ入力編」をご参照ください。

2. 「扶養親族情報」タブをクリックし、『台帳』から取り込んだ扶養親族情報
を確認します。障害者や非居住者、老人に該当する場合は区分を選択しま
す。入力後「扶養登録」をクリックします。

※扶養親族ひとりずつ入力するごとに「扶養登録」をクリックします。

https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/nentyo2.pdf


19 目次へ戻る↑

3. 「扶養登録」または「削除」すると扶養家族区分が自動集計されます。

💡　ポイント

　　自動集計しない場合は※箇所にチェックを入れます。

※

4. 登録済みの年調扶養親族情報と扶養データが合致していない場合は、リストの
扶養チェック欄に「??」と表示されます。以下のいずれかが原因として考えら
れます。本マニュアルの操作において「??」表示は問題ありませんが、年末調
整の処理をおこなう際にはご確認ください。  

➢「本人情報」タブについて
所得上限を超えているが「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」が選択されている

➢「扶養親族情報」タブについて
配偶者区分で該当しないが「控除」「控除(老人)」を選択している
源泉控除対象配偶者に該当するが源泉控除対象配偶者にチェックがない
老人区分に該当するが「老人区分」が設定されていない
非居住者の要件が設定されていない
非居住者要件が「年齢」に該当しないが「年齢」が選択されている

3.　扶養親族情報の登録と自動集計
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『Cells給与』では下記のいずれかの方法でマイナンバーを管理します。
①『台帳』(Cellsドライブ)でマイナンバーを管理し、『Cells給与』に利用
②『Cells給与』でマイナンバーを登録/管理
③ソフト内でマイナンバーを管理しない(手書き等で対応)
なお、①と②を併用してマイナンバーを管理することも可能です。

4.1．Cellsドライブからマイナンバーを取り込む

1. 事業所ファイルを読み込み、「年末処理」の「源泉徴収票」をクリックしま
す。

2. 「作成」をクリックし、「Cellsドライブにアクセス」にチェックをつけ、「読
込」をクリックします。
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💡　ポイント

「Cellsドライブにアクセス」がグレーアウトしている場合は、『台帳』との連動

設定が正常に設定できていない、『台帳』のCellsドライブの設定またはCellsド

ライブツールに問題がある可能性があります。「Cellsドライブにアクセスできな

い場合」をクリックしてどこの設定に問題があるか確認してください。
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4. 「マイナンバー登録状況」が表示されます。右上の「×」で閉じます。

3. 従業員利用認証画面にてIDとパスワードを入力しログインします。

💡　ポイント

● 従業員利用認証とは、Cellsドライブで設定した従業員アカウントのIDとパス

ワードです。詳細は「台帳 電子申請マニュアル初期設定編」の12ページをご参

照ください。

● 従業員利用認証は一度ログインすると、『Cells給与』を開いている間は有効な

状態が維持されます。

● 『Cells給与』でもマイナンバーを管理している場合は、従業員利用認証の後に

『Cells給与』のマイナンバーファイルに設定したパスワードの入力が必要です

(初期パスワード「9999」)。『Cells給与』へのマイナンバーの登録/管理方法に

ついては「マイナンバー取り扱いマニュアルCells給与単独利用版」の9～12ペー

ジをご参照ください。

https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/esyokinew.pdf#page=12
https://www.cells.co.jp/kyuyo-s/wp-content/uploads/manual/myno-tantai.pdf
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5. 源泉徴収票の表示や出力をすると登録済みのマイナンバーが反映された源泉徴
収票が確認できます。

💡　ポイント

● マイナンバーの表示は税務署提出用、市区町村提出用になります。本人交付用

には記載されません。

● 源泉徴収票はマイナンバーを読み込まなくても作成できます。20ページ手順2の

「読込」をせずに対象者を選択し、「出力」してください。個人番号欄は空欄

となります。

● 『Cells給与』でマイナンバーの表示・編集・閲覧・印刷などをおこなった際は

『Cells給与』内にログを記録します。マイナンバーのログはCells給与フォル

ダ＞MyNumber＞事業所名のフォルダ内に日付ごとにテキストファイルで保存さ

れます。
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1. 20ページの手順で「源泉徴収票の作成」フォームを開き、「読込」をクリック
するか、「マイナンバー登録状況」をクリックします。

2. 「マイナンバー登録状況」フォームにて一時的にマイナンバーを登録したい
データをダブルクリックし、マイナンバーを入力後、「登録」をクリックしま
す。源泉徴収票には一時的に登録したマイナンバーが表示されます。「源泉徴
収票」を閉じるとこのフォームで登録したマイナンバーデータは削除されま
す。

4.2．一時的に登録したマイナンバーを利用する

『台帳』や『Cells給与』にマイナンバーを登録していない場合でも、一時的に入力し
たマイナンバーを源泉徴収票に反映させることができます。



発行元　株式会社セルズ

本マニュアルに記載された内容は予告なく変更されることがあります。

本マニュアルに掲載した画面表示、説明図などは、実際のものとは一部異なる場合があり

ますのでご了承ください。
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